
 

 

 

 

 

 

宝塚市地域包括ケア推進プラン 
令和３年度（2021年度）～５年度（2023年度） 

概要版 

 

宝塚市高齢者福祉計画・第８期宝塚市介護保険事業計画 

 

 

 

 

 

 

健康で、安心して自分らしくいきいきと 

暮らし続けられるまち宝塚 
 

 

 

 
 

 

 

 

令和３年（2021年）３月 

 

  



目次 
１ 計画策定の趣旨 ........................................................ 1 

（１）計画策定の目的 ............................................................... 1 
（２）高齢者人口の推移 ............................................................. 2 
（３）要支援・要介護認定者数の推計 ................................................. 2 
（４）標準給付費の推移 ............................................................. 3 
（５）地域ごとに異なる高齢化の課題に対応する必要があります ......................... 4 

２ アンケート調査結果から以下の課題が分かりました ........................ 5 
（１）介護予防・重度化防止の推進に向けて ........................................... 5 
（２）認知症施策の推進が必要 ....................................................... 6 
（３）在宅医療・介護連携がより重要に ............................................... 7 
（４）見守り・支えあい活動の促進 ................................................... 8 

３ 基本理念 .............................................................. 9 
４ 基本方針と施策の体系 .................................................. 9 

（１）自分らしくいきいきと暮らせる高齢者のいきがいづくり ........................... 9 
（２）住み慣れた地域で暮らし続けられる生活支援体制の構築 ........................... 9 
（３）介護が必要になっても安心して暮らせるサービスの充実 ........................... 9 

５ 重点取組 ............................................................. 10 
重点取組１：介護予防・重度化防止の推進 ............................................ 10 
重点取組２：見守り・支えあい活動の促進 ............................................ 11 
重点取組３：認知症施策の推進 ...................................................... 11 
重点取組４：在宅医療・介護連携の推進 .............................................. 12 

６ 介護保険事業について ................................................. 13 
（１）介護保険事業の被保険者数・認定者数の見込み .................................. 13 
（２）介護保険サービス種別の利用者数見込み ........................................ 13 
（３）介護サービス基盤の充実 ...................................................... 14 
（４）地域支援事業の充実 .......................................................... 15 
（５）介護予防・日常生活支援総合事業の利用者数見込み .............................. 15 
（６）介護保険事業に係る費用の見込み .............................................. 16 
（７）第８期の介護保険料 .......................................................... 16 
（８）所得段階ごとの介護保険料 .................................................... 17 

 

 

 



1 

１ 計画策定の趣旨 

（１）計画策定の目的 

本市の高齢者施策については、平成 12 年度（2000 年度）以降、「高齢者福祉計画・

介護保険事業計画」を７期にわたり策定し、高齢期の健康づくりやいきがいづくり、

介護・福祉サービスの充実などの総合的・計画的な推進に努めてきました。第７期計

画では、いわゆる「団塊の世代」が 75 歳以上となる令和７年(2025 年)を目途に、本

市の「地域包括ケアシステム」の構築を目指していくため、高齢者施策の基本的な方

向性と具体的な取組方策を検討し、取り組みました。 

今回策定する第８期計画では、第７期計画での取組実績や課題を踏まえ、「団塊ジ

ュニア世代」が 65 歳を迎え現役世代が急減する令和 22 年（2040 年）を念頭におき、

高齢者人口や介護サービスのニーズを中長期的に見据えた取組を位置づけます。高

齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、医療・介護・介護予防・住

まい・生活支援が切れ目なく一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築に引

き続き取り組み、誰もがお互いさまの関係の中で暮らしやすい地域共生社会の実現

を目指します。 

 

 

 

資料：厚生労働省資料に一部加筆 
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（２）高齢者人口の推移 

前期高齢者は減少傾向、後期高齢者は増加傾向となり、令和５年（2023 年）では

前期高齢者 27,806 人、後期高齢者 38,289 人となる見込みです。また令和 22 年（2040

年）では前期高齢者、後期高齢者ともに令和５年（2023 年）に比べ増加し、高齢者

全体で 78,117 人まで増加すると考えられます。 

高齢者人口に占める前期高齢者、後期高齢者の割合は、令和８年（2026 年）まで

差が開き続け、以降は令和 22 年（2040 年）までは差が縮まるように推移する見込み

となっています。 

 
※資料：住民基本台帳人口に基づきコーホート変化率法で推計。 

 

（３）要支援・要介護認定者数の推計 

要支援・要介護認定者数の推計をみると、今後も増加傾向となり、令和５年（2023

年）では 15,032 人と、令和２年（2020 年）の 13,494 人から 1,538 人増加する見込

みとなっています。その後も増加は続き、令和７年（2025 年）では 15,797 人となっ

ています。 

認定率は、令和５年（2023 年）では 22.4％、令和７年（2025 年）では 23.3％とな

る見込みです。 

 
※資料：将来推計人口及び厚労省「介護保険事業状況報告」令和２年（2020 年）９月月報をもとに推計。 
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（４）標準給付費の推移 

平成 30 年度（2018 年度）は対前年度比 100.1％でほぼ横ばいとなっており、これ

は、従前の介護予防訪問介護と介護予防通所介護のサービス受給者が総合事業に移

行したことが要因となっています。 

令和元年度（2019 年度）の標準給付費については、平成 30 年度（2018 年度）と比

べて、約８億円増加し、対前年比は 105.1％となっています。 
 

◆標準給付費推移（平成24年度（2012年度）～令和元年度（2019年度）） 

 
 

本市の第１号被保険者１人当たりの給付月額は、22,677 円であり、全国平均

（22,258 円）とほぼ同水準、県平均（21,856 円）よりやや高くなっています。 

サービス種別の給付月額については、居住系サービスは 3,374 円であり、近隣市で

芦屋市（4,059 円）に次いで高い水準にあります。また、居宅サービスは 12,855 円

で、県平均（12,235 円）や伊丹市（12,641 円）とほぼ同じ水準であり、阪神地域で

は、尼崎市（16,390 円）に次いで高くなっています。 

施設サービスは 6,448 円であり、全国平均（7,682 円）・県平均（7,152 円）より低

く、尼崎市（6,283 円）、川西市（6,370 円）と同じ水準となっています。 
 

◆近隣自治体の第１号被保険者１人当たり給付月額（令和元年（2019年）） 

 

資料：厚生労働省地域包括ケア「見える化」システム（介護保険事業状況報告）  

43.1 43.0 44.4 45.0 45.3 47.1 48.4 50.0 

76.0 83.6 
90.4 95.0 93.0 94.8 94.4 

101.1 

9.2 
9.3 

9.4 
10.3 18.0 20.2 20.4 

19.4 

9.0 
9.3 

10.0 
9.9 

10.2 
10.8 10.0 

11.5 

137.3 
145.2 

154.2 
160.3 

166.5 
172.9 173.2 

181.9 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

（2012年度） （2013年度） （2014年度） （2015年度） （2016年度） （2017年度） （2018年度） （2019年度）

施設サービス費 居宅サービス費 地域密着型サービス費 その他（高額、特定入所者、審査支払等）

（億円）

7,682 7,152 6,283 6,448 7,143 6,185 6,186 5,357 6,370 7,250 7,237

2,709 2,469
1,917

3,374 3,331 4,059 2,559
2,317

2,537 1,738 1,661

11,867 12,235 16,390 12,855 12,081 11,071
11,800 12,641 9,990 9,304 7,998

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

全
国

兵
庫
県

尼
崎
市

宝
塚
市

神
戸
市

芦
屋
市

西
宮
市

伊
丹
市

川
西
市

三
田
市

猪
名
川
町

施設サービス 居住系サービス 居宅サービス 合計

（円）



4 

（５）地域ごとに異なる高齢化の課題に対応する必要があります 

本市の地域的な特徴として、高度成長期に開発されたニュータウンが人口急増期

を経て、人口減少期に入るなか、「空き家問題」「老老介護」などの諸問題を抱えてい

ます。また、開発時期の異なるニュータウンが市内に点在しており、今後、同様の課

題が複数地域で起こる可能性があります。一方、宅地化が進み、局地的な人口急増が

見られる地域があります。 

市の面積の３分の２を占め、集落が分散化した北部地域と、人口が集中している南

部市街地では、高齢化の課題が異なるため、多様な高齢化の課題に対応する必要があ

ります。 

日常生活圏域（地区・ブロック）の概要 
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２ アンケート調査結果から以下の課題が分かりました 

（１）介護予防・重度化防止の推進に向けて 

○閉じこもりが身体機能や認知機能の低下を招くひとつの要因となりうることか

ら、高齢者が積極的に社会参加をできる地域づくりが重要と考えられます。 

○地域づくり活動への参加意向が高いことを踏まえ、趣味などを通じて、住み慣れ

た地域で身体・生活機能の維持に取り組めるよう、楽しみやいきがいを持ちなが

ら参加することのできる環境づくりが必要です。 
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（２）認知症施策の推進が必要 

○認知症の人や高齢者等を地域の中で見守ることが大切だと約８割が回答してい

る一方で、認知症に関する相談窓口を知っていると回答した人が約２割にとどま

っており、認知症に関する相談窓口や地域での取組について普及啓発をより推進

する必要があると考えられます。 
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（３）在宅医療・介護連携がより重要に 

○在宅生活の継続を望む人が多い一方で、高齢になると医療ニーズが高くなるなど、

在宅医療と介護の連携の必要性が今後一層高まることが予想されます。介護保険

サービス提供事業者と医療機関が円滑に連携できる体制づくりの必要があると

考えられます。 
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（４）見守り・支えあい活動の促進 

○在宅要援護者の最期を過ごしたい場所について、自宅の割合が高くなっているこ

とからも、在宅で安心して暮らすことのできる地域づくりが重要となっています。 

○また、今の住まいに住み続けたい理由として、環境面や利便性に次いで、近隣と

のつながりと回答した人の割合が高くなっています。地域のつながりを活かして

支援が必要な人を早期に発見し、対応していく体制整備への支援が重要です。 
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い

そ
の
ほ
か

無
回
答

384 35.7 32.6 3.4 21.1 1.3 6.0
男性　前期高齢者 28 25.0 32.1 3.6 25.0      - 14.3
　　　後期高齢者 112 37.5 34.8 5.4 16.1 0.9 5.4
女性　前期高齢者 17 41.2 23.5      - 35.3      -      -
　　　後期高齢者 227 35.7 32.2 2.6 22.0 1.8 5.7
要支援１・２ 165 28.5 40.0 3.0 21.2 0.6 6.7
要介護１・２ 157 43.3 27.4 2.5 21.7 1.3 3.8
要介護３～５ 62 35.5 25.8 6.5 19.4 3.2 9.7

母数
(n)

最期を過ごしたい場所

全体

性・年齢

要介護度

91.1

6.8

2.1

88.3

10.2

1.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

はい

いいえ

無回答
令和元年度(n=384)

平成28年度(n=383)

(%)
単位：％

は
い

い
い
え

無
回
答

384 91.1 6.8 2.1
男性　前期高齢者 28 89.3 10.7      -
　　　後期高齢者 112 92.9 6.3 0.9
女性　前期高齢者 17 88.2 5.9 5.9
　　　後期高齢者 227 90.7 6.6 2.6
要支援１・２ 165 93.9 5.5 0.6
要介護１・２ 157 87.9 9.6 2.5
要介護３～５ 62 91.9 3.2 4.8

母数
(n)

今の住まいに住み続
けたいと思うか

全体

性・年齢

要介護度

最期を過ごしたい場所 
（在宅要援護者実態調査） 

今の住まいに住み続けたいと思うか 
（在宅要援護者実態調査） 

今の住まいに住み続けたいと思うか 
（在宅要援護者実態調査） 

住み続けたい理由 
（在宅要援護者実態調査） 

8.3

20.9

40.6

52.6

7.4

22.3

1.1

6.8

12.4

26.6

36.4

3.0

20.4

2.7

0 10 20 30 40 50 60

生まれ育ったから

近隣同士仲良しだから

便利だから

環境が気に入っているから

地域に活力があるから
（安全・安心）

その他

無回答

令和元年度(n=350)

平成28年度(n=338)

(MA%)



9 

３ 基本理念 

高齢化が進展している中、長寿社会の将来像は、高齢者ができる限り健康で、住み

慣れた地域でいきいきとした暮らしを送ることができ、たとえ介護や支援が必要と

なっても、地域全体で支え合うことができる社会を実現することにあります。 

第８期計画においては、これまでの計画の基本理念を継承し、その実現に向けて高

齢者施策を推進していくものとします。 

 

４ 基本方針と施策の体系 

（１）自分らしくいきいきと暮らせる高齢者のいきがいづくり 

高齢者が自分らしくいきいきと暮らすためには、高齢期になっても身体・生活機能

を維持し、活動的で生きがいを持てる生活を営めるようにすることが重要になりま

す。そのため、自らが積極的に健康づくりや介護予防・重度化防止に取り組みたいと

思えるような施策とともに、高齢者だけでなくあらゆる住民が役割を持ち、活躍でき

る施策を推進します。 
 

（２）住み慣れた地域で暮らし続けられる生活支援体制の構築 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるためには、各種制度により生活継続のた

めの支援が提供される体制の構築が必要です。家族の介護負担が軽減され、介護を理

由とする離職者を無くすことにもつながります。また、高齢期になって生じる様々な

困りごとを家庭で抱え込まず、身近な地域で解決できるようにすることも重要です。 

そのため、地域包括支援センター等の相談支援機関を強化し、認知症等で判断能力

が十分でない状態になっても、尊厳を持って生活ができる支援体制を整える施策と

ともに、在宅生活での困りごとに対応する生活支援や屋内外でのバリアフリー化・安

全化を図り、地域における見守り・支えあいの活動を促進する施策を推進します。 
 

（３）介護が必要になっても安心して暮らせるサービスの充実 

介護が必要になっても安心して暮らすためには、介護保険制度が安定的持続的に

運営されることが重要になります。そのため、介護保険におけるサービス基盤を整え、

介護保険財源を活用して地域をつくっていく地域支援事業を充実させるとともに、

医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ高齢者を支援するための連携体制の構築を目指

します。また、令和 22 年（2040 年）に向けて引き続き給付の適正化、人材確保、サ

ービスの質の向上等にも取り組み、総合的に施策を推進します。  

健康で、安心して自分らしくいきいきと 

暮らし続けられるまち宝塚 
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５ 重点取組 

以下の重点取組は相互に関連するものであり、介護予防・重度化防止の推進、見守

り・支えあい活動の促進、認知症施策の推進は、一体的に進めることで、それぞれに

おいて相乗効果が得られます。更に、在宅医療・介護連携の推進によって先の３つを

つなぐことで、高齢者のＱＯＬ（生活の質）の向上に効果的なものとなる関係にあり

ます。 

 

重点取組１：介護予防・重度化防止の推進 

国においても高齢者の社会参加が介護予防・重度化防止に効果があると示されて

いることから、楽しみやいきがいを持ちながら、健康なときから地域で活動する機会

を増やすことで、できる限り長く身体機能を維持するための介護予防や地域活動の

活性化を推進します。 
 

 

指 標 
現状 計画 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

65歳以上の新規認定者の認定申請時年齢 
80.4 

（平成30年度） 
80.5 80.7 80.9 

通いの場への参加率（通いの場の参加

者人数／高齢者人口） 

8.5％ 

（令和元年度） 
上昇 上昇 上昇 

「いきいき百歳体操」活動グループ数 140 150 160 170 

介護予防サポーター養成講座受講修

了者数（累計） 
315 355 395 435 

短期集中（個別）リハビリテーション

実施加算算定者数（認定者1万人対） 
141.14 

（令和元年度） 
142.24 142.97 143.82 

訪問型サービスＣの利用者数 ― 60 66 73 

 

 

 
認知症施策 

の推進 

介護予防・重度化防止 

の推進 

見守り・支えあい 

活動の促進 

在宅医療・介護連携の推進 

評価指標 
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重点取組２：見守り・支えあい活動の促進 

今後、地域によっては、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が同時期に急増し、

老老介護による家庭の介護負担の増加、サロンなどの通いの場、商業施設や医療機関

などへのアクセスが困難になる等の問題が一気に出現することが想定されます。 

日常生活圏域である地区・ブロック、小学校区、自治会圏域などの範囲における生

活資源や地域活動の特性に合わせて、実態を把握、分析し、住民主体の活動を促進し、

日頃の関係づくりや支え合う仕組みづくりを一層推進します。 

 

指 標 
現状 計画 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

見守り・支えあい活動に取り組む活動

グループ数 

155 

（令和元年度） 
160 165 170 

サロン箇所数 
197 

（令和元年度） 
215 220 225 

地域福祉住民向け講座（各種）の参加人数 
123 

（令和元年度） 
140 150 160 

 

重点取組３：認知症施策の推進 

認知症高齢者は全国的に増加傾向にあり、認知症施策の推進が必要不可欠となっ

ています。認知症に関する正しい知識と理解を持って、地域や職域で認知症の人や家

族を応援する認知症サポーターの養成を進めるとともに、認知症への対応などにお

ける介護者の負担を軽減するためのサービスの充実を図ります。 

 

指 標 
現状 計画 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

認知症サポーター数（累計） 14,500 15,500 16,500 17,500 

「認知症に関する相談窓口を知って

いますか」の問に対して、「はい」と回

答した人の割合 

21.5％ ― ― 30％ 

小規模多機能型居宅介護新規整備数 
7 

（既存数） 
― １ １ 

 

  

評価指標 

評価指標 
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重点取組４：在宅医療・介護連携の推進 

医療と介護がより一層連携し、本人が暮らしたい場所で暮らし続けられるために、

医療・介護・介護予防・住まい・生活支援が切れ目なく一体的に提供される地域包括

ケアシステムの構築を推進します。 

 

指 標 
現状 計画 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

「人生の最期を迎えるときが来た場

合、最期はどこで過ごしたいと思いま

すか」との問に対して、「最期まで自宅

で過ごしたい」と回答した人の割合 

33.1％ ― ― 上昇 

居宅介護支援の受給者における退院

退所加算の算定回数（人口10万人対） 
488 

（平成30年度） 
490 494 497 

「人生の最期を迎えるときにおける

医療や療養について、考えています

か」との問に対して、「考えている」と

回答した人の割合 

51.8％ ― ― 上昇 

 

  

評価指標 
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６ 介護保険事業について 

（１）介護保険事業の被保険者数・認定者数の見込み 

    （単位：人） 

    令和３年度 令和４年度 令和５年度 

被保険者数 第１号被保険者 65,488 65,782 66,095 

要介護・要支援

認定者数 

第１号被保険者 13,755 14,313 14,800 

 要支援１・２ 4,620 4,800 4,956 

 要介護１～５ 9,135 9,513 9,844 

第２号被保険者 232 232 232 

 

（２）介護保険サービス種別の利用者数見込み 

   （単位：人/月） 

    介護サービス 介護予防サービス 

    令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

訪問介護 2,436 2,554 2,620    

訪問入浴介護 106 112 117 2 2 2 

訪問看護 1,727 1,850 1,940 370 393 415 

訪問リハビリテーション 251 262 273 48 50 51 

居宅療養管理指導 2,238 2,349 2,447 170 175 180 

通所介護 2,247 2,347 2,441       

通所リハビリテーション 798 837 871 209 215 222 

短期入所生活介護 567 595 622 11 11 11 

短期入所療養介護 86 92 96 0 0 0 

福祉用具貸与 3,558 3,727 3,881 1,023 1,057 1,091 

特定福祉用具販売 78 81 85 33 33 35 

住宅改修費 85 88 92 44 45 46 

特定施設入居者生活介護 905 956 1,066 88 93 104 

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 92 94 117    

夜間対応型訪問介護 0 0 0    

地域密着型通所介護 794 781 755    

認知症対応型通所介護 140 147 150 2 2 2 

小規模多機能型居宅介護 130 136 141 14 14 14 

認知症対応型共同生活介護 229 232 239 0 0 0 

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0    

地域密着型介護老人福祉施設 

入所者生活介護 
0 0 0    

看護小規模多機能型居宅介護 0 0 7    

施
設
サ
ー
ビ
ス 

介護老人福祉施設 967 967 992    

介護老人保健施設 488 488 488    

介護医療院 14 16 24    

介護療養型医療施設 4 2 0    

居宅介護支援・介護予防支援 5,380 5,628 5,854 1,436 1,485 1,534 
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（３）介護サービス基盤の充実 

国・県の基本指針を前提とし、現在の介護サービスの整備状況や、今後の高齢者

数等の推移を踏まえて、負担（介護保険料）と給付（介護サービス）のバランスを

考慮しながら、その整備目標量を設定します。 

特に、住み慣れた地域での生活を継続する環境づくりを促進するため、重点的に、

小規模多機能型居宅介護事業所や、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の整

備を進めます。 

 

第８期における施設・居住系サービスの基盤整備計画（単位：事業所数、人） 

区分 事業所数 定員数 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 1 100 

介護老人保健施設 － － 

介護療養型医療施設 － － 

介護医療院  －  － 

特定施設入居者生活

介護（混合型） 

介護付有料老人ホーム － － 

軽費老人ホーム（ケアハウス） － － 

サービス付き高齢者向け住宅※  5 360 
（第8・9期で390） 

養護老人ホーム － － 

※計画に掲げる 5 事業所は、現在、事業者と協議中です。 

  

 

第８期における地域密着型サービスの基盤整備計画 

サービス種別 

ブロック 

定期巡回・

随時対応型

訪問介護看

護 

夜間対応型

訪問介護 

認知症対応

型通所介護 

小規模多機

能型居宅介

護 

認知症対応

型共同生活

介護 

地域密着型

介護老人福

祉施設入所

者生活介護 

看護小規模

多機能型居

宅介護 

地域密着型

通所介護 

第１ブロック 
１事業所 

－ － 
１事業所 １事業所 

－ 
１事業所 

－ 

第２ブロック － － － － 

第３ブロック 

１事業所 

－ － 

１事業所 １事業所 

－ 

１事業所 

－ 

第４ブロック － － － － 

第５ブロック － － － － 

第６ブロック － － － － 

第７ブロック         

合計 ２事業所 ０事業所 ０事業所 ２事業所 ２事業所 ０事業所 ２事業所 ０事業所 
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（４）地域支援事業の充実 

地域支援事業は、高齢者が要介護状態となることを予防し、要介護状態等の軽減や

重度化の防止、自立した日常生活の支援などを総合的かつ一体的に行う事業です。 

この地域支援事業は、介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業及び任意

事業の３つに分類されます。 

 

地

域

支

援

事

業 

事業の構成 実施メニュー 

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業 

介護予防・

生活支援 

サービス事業 

訪問型 

サービス 

①訪問介護（従来の訪問介護相当） 平成29年（2017年）４月開始 

②訪問型サービスＡ（緩和基準） 平成29年（2017年）４月開始 

③訪問型サービスＢ（住民主体） ― 

④訪問型サービスＣ（短期集中） 令和２年度（2020年度）開始 

⑤訪問型サービスＤ（移動支援） ― 

通所型 

サービス 

①通所介護（従来の通所介護相当） 平成29年（2017年）４月開始 

②通所型サービスＡ（緩和基準） ― 

③通所型サービスＢ（住民主体） ― 

④通所型サービスＣ（短期集中） ― 

その他の生活支援サービス 

（配食、見守り、訪問型サービス等） 
― 

介護予防ケアマネジメント 平成29年（2017年）４月開始 

一般介護 

予防事業 

①介護予防把握事業 ― 

②介護予防普及啓発事業 いきいき百歳体操 

③地域介護予防活動支援事業 
ミニデイサービス支援事業 

介護予防サポーター養成講座 

④一般介護予防事業評価事業 ― 

⑤地域リハビリテーション活動支援事業 ― 

包括的支援事業 
地域包括支援センターの運営、在宅医療・介護連携推進事業、 

認知症施策推進事業、生活支援体制整備事業、地域ケア会議推進事業 

任意事業 介護給付費適正化事業、家族介護支援事業、その他の事業 

 

（５）介護予防・日常生活支援総合事業の利用者数見込み 

第８期計画期間中においては、総合事業等の担い手を確保する取組を推進するほ

か、地域のニーズに応じた対象者や適正な単価設定、多様なサービスの充実について

検討します。利用者見込みは以下のとおりです。 

 （単位：人/月） 

項 目 
計 画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

訪問介護相当サービス 1,294 1,338 1,381 

訪問型サービス 16 16 17 

通所介護相当サービス 1,527 1,579 1,630 
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（６）介護保険事業に係る費用の見込み 

本市の介護保険事業に要する総事業費は、第８期計画期間で、約 665 億円と見込ま

れます。 

この総事業費の 23％を、第１号被保険者の保険料でご負担いただきます。 

介護保険サービス総給付費の見込み      介護給付費の財源構成 

 

 

（７）第８期の介護保険料 

総事業費等の見込みに基づき、本市の第８期計画期間の第１号被保険者の保険料

を算定すると、介護保険料基準額は月額 5,892 円（年額 70,700 円）となります。 

 

  

20,177 20,855 21,789

1,203 1,239 1,272
21,380 22,094 23,061

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

令和３年度

（2021年度）

令和４年度

（2022年度）

令和５年度

（2023年度）

（千円）

標準給付費見込額 地域支援事業費見込額

2233%%

2277%%5500%%

第第１１号号被被保保険険者者

6655歳歳以以上上のの

人人のの保保険険料料

4400～～6644歳歳のの

人人のの保保険険料料

第第２２号号被被保保険険者者

公公費費
国国

兵兵庫庫県県

宝宝塚塚市市

がが負負担担

保保
険険
料料

（標準給付費＋地域支援事業費） 

× 

第１号被保険者の負担割合 

 ＋調整交付金相当額－調整交付金見込額― 

介護給付費準備基金取崩額 

過去の実績より推計した保険料の収納率 

保険料の負担割合で補正した第１号被保険者数 

第１号被保険者の介護保険料基準額（年額） 

÷ 

÷ 

＝ 

保保険険料料基基準準額額  

7700,,770000円円  

 

宝塚市に 

あてはめると 
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（８）所得段階ごとの介護保険料 

第８期計画期間における第１号被保険者の 

介護保険料基準額（第５段階） 
月額5,892円 年額70,700円 

 

段段階階区区分分  対対  象象  者者  
介介護護保保険険料料  
のの計計算算式式 

介介護護保保険険料料  
（（年年額額））  

第１段階 

・生活保護受給者 
・本人及び世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者 
・本人及び世帯全員が住民税非課税で本人の課税年金収入
とその他の合計所得金額特別控除後の合計80万円以下 

基準額×0.500 

軽減後 
[基準額×0.300] 

  35,300円    

   軽減後  

 ［21,300円］ 

第２段階 
本人及び世帯全員が住民税非課税で本人の課税年金収入と
その他の合計所得金額特別控除後の合計80万円超120万円以
下 

基準額×0.745 

軽減後 
[基準額×0.500] 

52,600円   

軽減後  

 ［35,300円］ 

第３段階 
本人及び世帯全員が住民税非課税で本人の課税年金収入と
その他の合計所得金額特別控除後の合計120万円超 

基準額×0.750 

軽減後 
[基準額×0.700] 

53,000円   

軽減後  

［49,500円］ 

第４段階 
本人が住民税非課税（世帯に住民税課税者がいる）で本人の
課税年金収入とその他の合計所得金額特別控除後の合計80
万円以下 

基準額×0.875 61,800円   

第５段階 
本人が住民税非課税（世帯に住民税課税者がいる）で本人の
課税年金収入とその他の合計所得金額特別控除後の合計80
万円超 

基準額×1.000 70,700円   

第６段階 本人が住民税課税で合計所得金額特別控除後120万円未満 基準額×1.125 79,500円   

第７段階 
本人が住民税課税で合計所得金額特別控除後120万円以上
210万円未満 

基準額×1.300 91,900円   

第８段階 
本人が住民税課税で合計所得金額特別控除後210万円以上
320万円未満 

基準額×1.500 106,000円   

第９段階 
本人が住民税課税で合計所得金額特別控除後320万円以上
400万円未満 

基準額×1.700 120,100円   

第10段階 
本人が住民税課税で合計所得金額特別控除後400万円以上
600万円未満 

基準額×1.950 137,800円   

第11段階 
本人が住民税課税で合計所得金額特別控除後600万円以上
800万円未満 

基準額×2.200 155,500円   

第12段階 
本人が住民税課税で合計所得金額特別控除後800万円以上
1,000万円未満 

基準額×2.450 173,200円   

第13段階 
本人が住民税課税で合計所得金額特別控除後1,000万円以上
1,500万円未満 

基準額×2.725 192,600円   

第14段階 本人が住民税課税で合計所得金額特別控除後1,500万円以上 基準額×3.000 212,100円   

※ 軽減後とは、公費による低所得者保険料軽減を行った後の保険料率・保険料額です。 

※「その他の合計所得金額特別控除後」には、公的年金所得が含まれていません。 

※「合計所得金額特別控除後」とは、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を

行った後の金額です。 
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